
品目

１枚につき ７７ 円

１枚（70㎝×2）につき ８５ 円

１か所につき ４４ 円

１枚（20㎝×2）につき ５２ 円

１個につき １７ 円

１枚につき ３７ 円

１枚につき ８３ 円

１枚につき ２１ 円

１枚につき ４５ 円

１枚につき ６８ 円

１か所につき １０ 円

１本につき ６８ 円

１本につき ２６ 円

１本につき １９ 円

１本につき ２６ 円

１個につき １７ 円

１本につき ２０ 円

１２か所につき ４６ 円

１枚（40㎝×2）につき １０４ 円

１個につき １７ 円

１個につき ２４ 円

１枚につき ３５ 円

１か所につき ２０ 円

１枚につき ６７ 円

１か所につき １２ 円

１枚につき １１０ 円

１か所につき １０ 円

ズボン

小また千鳥掛け

シック先まつり

天ぐまつり及び前立まつり

ボタン付け

糸くず取り

腰裏かんぬき止め

茨城県男子既製洋服製造業最低工賃

４　効力発生の日

３　第１号の家内労働者に係る最低工賃額

２　適用する委託者

１　適用する家内労働者

　前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

工　　　　　程 金　　　額

コート

背広

上衣

　茨城県の区域内で男子既製洋服製造業に係る業務に従事する家内
労働者

鎖止め

糸くず取り

比翼止め

ベンツまつり（針目が３㎝の間に６針以上のものに限る。）

ベンツ止め

１９６ 円

１９６ 円

　次の表の左欄に掲げる品目及び中欄に掲げる工程の区分に応じ、
右欄に掲げる金額。ただし、金額欄のカッコ内の長さ以外の場合に
は、１センチメートル単位で換算した金額とする。１センチメート
ル未満の長さは切り上げ、１円未満の金額は切り上げる。

背鎖止め

肩裏まつり（針目が３㎝の間に９針以上のものに限る。）

糸くず取り

ベンツ止め

腰裏奥まつり（針目が３㎝の間に５針以上のものに限る。）

そで口裏まつり（針目が３㎝の間に９針以上のものに限る。）

身返し星入れ

ベンツまつり（針目が３㎝の間に６針以上のものに限る。）

すそまつり（針目が３㎝の間に６針以上のものに限る。）

ボタン付け（根巻きをするものに限る。）

襟裏まつり（針目が３㎝の間に６針以上のものに限る。）

ボタン付け（根巻きをする
ものに限る。）

平成15年4月1日

そで付け裏まつり（針目が３㎝の間に９針以上のものに限る。
ただし、中とじを行うものを除く。）

そで付け裏まつり（針目が３㎝の間に９針以上のものに限る。
ただし、中とじを行うものを除く。）

１枚（60㎝×2）につき

１枚（60㎝×2）につき

わきまつり（針目が３㎝の間に５針以上のものに限る。）

すそまつり（針目が３㎝の間に６針以上のものに限る。）

力ボタンを付けないもの

力ボタンを付けるもの

襟裏まつり（針目が３㎝の間に９針以上のものに限る。）


